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１６番 黒 木 正 行 １７番 有　澤　　章 １８番 阿 部 洋 子

１４番 林 田 泰 代

５　議事日程

第１ 諸報告

第２ 会議録署名委員の指名

第３ 会期の決定

第４ 議案第34号

第５ 議案第35号

第６ 議案第36号

第７ 議案第37号

第８ その他（行事予定）

４番 井 尻 惠 雄 ５番 戸 髙 一 志

事務局長 今 井 孝 洋 局長補佐 米 田 正 清 係　長 緒 方 恵 美
主　事 河　野　　　睦

２　場　　所

３　出席委員

４　欠席委員　　　　　

川南町役場　別館３階　第５会議室

川南町農業委員会　総会議事録

１　日　　時 令和７年８月２９日（金） 開会　　午前　　９時００分
閉会　　午前　１０時３０分

６　会議録署名委員

７　職務のため出席した者の氏名

農地法第３条の規定による申請の許可について

農地法第５条の規定による申請の承認について
農用地利用集積等促進計画（所有権移転）の承認について

農用地利用集積等促進計画（農地中間管理権設定）の承認について
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項目 発言者

あいさつ 議長

諸報告 議長

局長

報告 議長
農家相談

16番

議長

２０日、農の事業承継推進大会がJAアズムホールで開催さ
れ、会長が出席されました。

総会終了後、認定農業者認定審査会が行われますので、会
長と職務代理者の出席をお願いします。

６日、農業者年金加入推進特別研修会がJAアズムホールで
開催され、会長他８名が出席されました。

１９日、農地転用等審査会、第４小委員会を開催しました。

１８日、宮崎県農業会議常設審議委員会が宮崎県トラック協
会で開催され、会長が出席されました。

農家相談について、担当委員の報告をお願いします。

議長、16番。
８月８日、午前９時より役場第３会議室で9番委員と農家相談
を行いました。相談件数は、0件でした。

諸報告が終わりましたが、承認することでよろしいでしょうか。

（異議なしの声）

内容

＜　あいさつ　＞

川南町農業委員会８月定例総会

皆様、おはようございます。

それでは、８月の定例総会を始めます。

【日程第 １】　「諸報告」を議題とします。諸報告を局長が行
います。

議長、局長。
それでは、８月の諸報告をさせていただきます。

８日、農家相談日でした。
後ほど、担当委員は報告をお願いします。

本日、８月定例総会であります。

以上でございます。
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会８月定例総会

議長

議長
本日は、 ４番 井尻　惠雄（いじり　やすお）委員

５番 戸髙　一志（とだか　かずし）委員

会期の決定 議長

議長 本日１日限りといたします。

【日程第 ２】　「会議録署名委員の指名」でございますが、

【日程第 ３】　「会期の決定」でございますが、本日１日限りと
したいと思いますが、御異議はありませんか。

（異議なしの声）

諸報告は、承認することといたします。

会議録署名
委員指名

を指名いたします。
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項目 発言者

議案第３４号 議長 議案第３４号
３条許可

提案理由 局長

議長

議長 １号 。

１号 ８番 議長、 ８番 。
補足説明 １号

議長 １号

　本議案の許可申請件数は、１件でございます。

川南町農業委員会８月定例総会

【日程第 ４】
「農地法第３条の規定による申請の許可について」　を議題
といたします。提案理由の説明を局長が行います。

「農地法第３条の規定による申請の許可について」　その提
案理由の説明を申し上げます。

内容

議案第３４号
議長、局長。

　申請人、該当農地及び耕作する者の農業経営状況は、別
紙記載のとおりでございます。
　担当委員の補足説明をいただきまして、御審議の上、申請
案件に対する農地法第３条許可の御決定をいただきますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

提案理由の説明が終わりました。
担当委員の補足説明をいただき、審議を進めてまいります。

について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。場所は、垂門の派出所があった
ところから井手ノ上に向かっていただいて、右手に墓が見え
るのですが、その奥の方になります。贈与となっているので
すが、受手と渡手の関係は、親戚とかいうわけでなく、渡手
が下垂門出身であるということだけです。後で出てくる案件
で隣接する農地の売買があるのですが、本案件農地と一緒
に管理してくださっている方がもう高齢で管理できないという
ことで手放すことになったので、この土地も一緒に手放すこと
にしたようです。受手は下垂門の方で、農業を頑張っている
方なので、これからも頑張ってほしいとエールを込めて贈与
となっています。農地法第3条第2項の各号に該当しないた
め、許可要件の全てを満たしていると考えます。調査しまし
たが、何ら疑義な点はございません。ご審議よろしくお願い
いたします。

について、担当委員の補足説明が終わりました。
御意見、御質問はございませんか。
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項目 発言者

川南町農業委員会８月定例総会

内容

議長

議長

議長 １号 については、許可することといたします。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。
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項目 発言者

議案第３５号 議長 議案第３５号
５条承認

提案理由 局長

議長

委員長報告 ９番 議長、 ９番 。

議長

議長 １号 。

１号 ８番 議長、 ８番 。
補足説明 １号

議案第３５号

第４小委員会の委員長報告を行います。
　8月19日午前9時から第３会議室におきまして、事務局の説
明を受けた後、現地を確認に行きました。コメリのすぐ北側に
なります。委員会としましては、許可相当と判断しました。担
当委員の説明を受けて御審議よろしくお願いします。

第４小委員会の委員長報告が終わりましたので、担当委員
の補足説明を受けて審議を進めてまいります。

「農地法第５条の規定による申請の承認について」　その提
案理由の説明を申し上げます。
　本議案の承認申請件数は、１件でございます。
　申請人、該当農地、用途及び施設の概要計画は、別紙記
載のとおりでございます。
　調査担当第４小委員会の委員長報告並びに担当委員の
補足説明を頂きまして、御審議の上、御承認いただきますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

提案理由の説明が終わりました。
調査担当、第４小委員会の委員長報告を求めます。

について補足説明いたします。

川南町農業委員会８月定例総会

【日程第 ５】
「農地法第５条の規定による申請の承認について」　を議題
といたします。提案理由の説明を局長が行います。

議長、局長。

内容
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項目 発言者

川南町農業委員会８月定例総会

内容

議長 １号

議長

議長

議長 １号 については、承認することといたします。

全員賛成と認めます。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

　内容は記載のとおりです。受手は、運送業を営んでおりま
す。値段が宅地並みの価格でちょっと高いとは思いますが、
そこについては、受手と渡手間で協議をしているとのことで
す。
　申請地の農地の区分は、都市計画法第８条第１項第１号
に規定する用途地域が定められている区域内の農地という
理由から、第3種農地と判断されるため立地基準を満たし、
かつ一般基準も満たすため許可相当と判断されます。調査
しましたが、何ら疑義な点はございません。ご審議よろしくお
願いいたします。

について、担当委員の補足説明が終わりました。
御意見、御質問はございませんか。
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項目 発言者

議案第３６号 議長
促進（中間

提案理由 局長

議長

議長
す。

１号から２号 ８番 議長、 ８番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

１号から２号 について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。場所は、先ほどの贈与の案件の
場所の隣です。値段を計算すると反当４１万弱になるのです
が、先ほどの方と同じで、地域で頑張っている後継者の方に
これからも頑張ってほしいとのエールを込めて少しでも安く
売ったそうです。特例事業規程の要件を満たしていると考え
ます。調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審
議方よろしくお願いいたします。

１号から２号
た。御意見、御質問はございませんか。 

１号から２号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。

　担当委員の補足説明をいただきまして、御審議の上、設定
された農用地利用集積等促進計画の御承認をいただきます
よう、よろしくお願い申し上げます。

提案理由の説明が終わりました。
担当委員の補足説明を受けて審議を進めていきます。

議案第３６号
「農用地利用集積等促進計画（所有権移転）の承認につい
て」　その提案理由の説明を申し上げます。
　この議案は、農地中間管理事業の推進に関する法律、第
１８条第１１項の規定により、別紙、農用地利用集積等促進
計画の作成を農地中間管理機構に要請するため、計画の
承認を求めるものでございます。
　本案件の申請件数は、２件でございます。
　申請人、該当農地、所有権移転の内容は、別紙記載のと
おりでございます。

議長、局長。

川南町農業委員会８月定例総会

内容

【日程第 ６】 議案第３６号
「農用地利用集積等促進計画（所有権移転）の承認につい
て」　を議題といたします。提案理由の説明を局長が行いま
す。

8



項目 発言者

川南町農業委員会８月定例総会

内容

議長

議長

議長

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

１号から２号 については、承認することといたします。
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項目 発言者

議案第３７号 議長
促進（中間

提案理由 局長

議長

１号から２０号 議長 までの更新案件について、御意見、御質問は

議長

議長

議長 については、承認することといたします。

議長

議長
す。

引き続き、２１号からの新規案件について、担当委員の補足
説明を受けて審議を進めていきます。

２１号、２２号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

川南町農業委員会８月定例総会

【日程第 ７】
「農用地利用集積等促進計画（農地中間管理権設定）の承
認について」　を議題といたします。提案理由の説明を局長
が行います。

議長、局長。

「農用地利用集積等促進計画（農地中間管理権設定）の承
認について」　その提案理由の説明を申し上げます。
　この議案は、農地中間管理事業の推進に関する法律、第
１８条第１１項の規定により、別紙、農用地利用集積等促進
計画の作成を農地中間管理機構に要請するため、計画の
承認を求めるものでございます。

　内訳は、更新が１号から２０号までの２０件、新規が２１号か
ら５８号までの３８件でございます。
　申請人、該当農地、設定する利用権は、別紙記載のとおり
でございます。

内容

議案第３７号

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

１号から２０号

議案第３７号

　新規案件につきましては、担当委員の補足説明をいただ
きまして、御審議の上、設定された農用地利用集積等促進
計画の御承認をいただきますよう、よろしくお願い申し上げま
す。

提案理由の説明が終わりました。

１号から２０号
ございませんか。

　本案件の申請件数は、５８件でございます。
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項目 発言者

川南町農業委員会８月定例総会

内容

２１号、２２号 １０番 議長、 １０番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

２３号、２４号 ７番 議長、 ７番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

２３号、２４号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
２３号、２４号

。

全員賛成と認めます。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

２１号、２２号 については、承認することといたします。

について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。新規案件になっていますが、
元々、借手の父親が契約していたものを息子が引き継ぐとい
うものになります。９月からブロッコリーを植えるとのことできれ
いに管理しておりました。場所は、菅原の黒木板金の南側に
なります。農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条
第５項第２号及び第３号の各要件を満たしていると考えま
す。調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議
方よろしくお願いいたします。

２１号、２２号

２１号、２２号
た。御意見、御質問はございませんか。 

について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。先ほどの案件と同じで息子さん
が引き継ぐものです。さくらの里の下の方の土地になります。
農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項第２
号及び第３号の各要件を満たしていると考えます。調査しま
したが、何ら疑義な点はございません。御審議方よろしくお
願いいたします。

２３号、２４号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。
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項目 発言者

川南町農業委員会８月定例総会

内容

議長

議長

議長
す。

２５号、２６号 ７番 議長、 ７番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

２７号、２８号 ６番 議長、 ６番
補足説明

２３号、２４号 については、承認することといたします。

２５号、２６号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
２５号、２６号 について補足説明いたします。

２７号、２８号

。
２７号、２８号 について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。一部農地につきましては、１８番
委員に現地確認をお願いしておりますが、この農地は、以前
から賃貸借をされており、今回から中間管理機構による貸借
を行うということです。農地中間管理事業の推進に関する法
律第１８条第５項第２号及び第３号の各要件を満たしている
と考えます。調査しましたが、何ら疑義な点はございません。
御審議方よろしくお願いいたします。

は、関連があるので一括して説明をお願いしま

　内容は記載のとおりです。これも先ほどの案件と同じです。
場所は、先ほどの土地の隣になります。農地中間管理事業
の推進に関する法律第１８条第５項第２号及び第３号の各要
件を満たしていると考えます。調査しましたが、何ら疑義な点
はございません。御審議方よろしくお願いいたします。

２５号、２６号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

２５号、２６号 については、承認することといたします。

全員賛成と認めます。
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項目 発言者

川南町農業委員会８月定例総会

内容

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

２９号、３０号 ２番 議長、 ２番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

３１号、３２号 ６番 議長、 ６番
補足説明

た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

２９号、３０号 については、承認することといたします。

２９号、３０号 について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。場所は、通山小学校から通浜に
向かって坂を降りる前の南側に谷がありますが、その反対側
の奥になります。これも28、29号の件と同じで今まで賃貸借
していたものを中間管理事業を通しての契約ということでご
ざいます。農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条
第５項第２号及び第３号の各要件を満たしていると考えま
す。調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議
方よろしくお願いいたします。

２９号、３０号

３１号、３２号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
３１号、３２号 について補足説明いたします。

２７号、２８号 については、承認することといたします。

全員賛成と認めます。

２９号、３０号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。

２７号、２８号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

13



項目 発言者

川南町農業委員会８月定例総会

内容

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

３３号、３４号 １１番 議長、 １１番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

３３号、３４号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

。
３３号、３４号 について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。場所は、産業道路を都農に行く
と六車運輸がありますが、そこの５０m位手前のところにありま
す。現地は、今現在、雑草が生えていて、管理されていない
ようであったのですが、ジャガイモを植える予定とのことでし
た。借手と貸手は苗字が違いますけど、実の兄弟です。農
地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項第２号
及び第３号の各要件を満たしていると考えます。調査しまし
たが、何ら疑義な点はございません。御審議方よろしくお願
いいたします。

全員賛成と認めます。

３１号、３２号 については、承認することといたします。

３３号、３４号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

　内容は記載のとおりです。この農地は、以前から借手が賃
貸借をしており、今回から中間管理機構を通じての貸借をす
るということです。農地中間管理事業の推進に関する法律第
１８条第５項第２号及び第３号の各要件を満たしていると考え
ます。調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審
議方よろしくお願いいたします。

３１号、３２号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。
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項目 発言者

川南町農業委員会８月定例総会

内容

議長

議長
す。

３５号、３６号 ６番 議長、 ６番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

３７号、３８号 １６番 議長、 １６番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし３７号、３８号

。
３７号、３８号 について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。場所は、田の方は都の泉の東
側、畑は、黒坂の信号機から産業道路に当たったところの目
の前になります。ジャガイモを植えるということで聞いておりま
す。農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項
第２号及び第３号の各要件を満たしていると考えます。調査
しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よろしく
お願いいたします。

全員賛成と認めます。

３５号、３６号 については、承認することといたします。

３７号、３８号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

　内容は記載のとおりです。この農地も、以前から賃貸借を
しており、今回から中間管理機構を通じての貸借をするとい
うことです。農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条
第５項第２号及び第３号の各要件を満たしていると考えま
す。調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議
方よろしくお願いいたします。

３５号、３６号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

３５号、３６号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
３５号、３６号 について補足説明いたします。

３３号、３４号 については、承認することといたします。
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項目 発言者

川南町農業委員会８月定例総会

内容

議長

議長

議長

議長
す。

３９号、４０号 ５番 議長、 ５番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

４１号、４２号 ６番 議長、 ６番
補足説明

４１号、４２号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
４１号、４２号 について補足説明いたします。

全員賛成と認めます。

３９号、４０号 については、承認することといたします。

　内容は記載のとおりです。場所は、把言田の久家電気の
事務所があります。そこから東の方へ200mくらい行ったとこ
ろです。農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第
５項第２号及び第３号の各要件を満たしていると考えます。
調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

３９号、４０号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

３９号、４０号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
３９号、４０号 について補足説明いたします。

た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

３７号、３８号 については、承認することといたします。
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項目 発言者

川南町農業委員会８月定例総会

内容

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

４３号、４４号 １３番 議長、 １３番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

　内容は記載のとおりです。場所は、上竹浜の神社の西側
になります。現状は、笹竹とか雑木が生えており、すごいこと
になっているのですが、借手が草地畜産基盤整備事業とい
う事業を使ってきれいに整備した後で作物を作るということで
金額も少し安くなっております。うまくいけば、９月から整備
事業を始めるということでした。農地中間管理事業の推進に
関する法律第１８条第５項第２号及び第３号の各要件を満た
していると考えます。調査しましたが、何ら疑義な点はござい
ません。御審議方よろしくお願いいたします。

４３号、４４号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

４１号、４２号 については、承認することといたします。

４３号、４４号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
４３号、４４号 について補足説明いたします。

　内容は記載のとおりです。先ほどの27、28号の案件の追加
になるものです。ここも以前から耕作されており、今回から中
間管理機構を通しての貸借になります。農地中間管理事業
の推進に関する法律第１８条第５項第２号及び第３号の各要
件を満たしていると考えます。調査しましたが、何ら疑義な点
はございません。御審議方よろしくお願いいたします。

４１号、４２号
た。御意見、御質問はございませんか。 

17



項目 発言者

川南町農業委員会８月定例総会

内容

議長

議長
す。

４５号、４６号 １３番 議長、 １３番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

４７号、４８号 15番 議長、 15番
補足説明

　この案件は１４番委員の案件になりますが、欠席ですので
代わりに説明します。内容は記載のとおりです。貸手と借手
は親子で、経営移譲するために中間管理事業で使用貸借
をするとのことです。４筆は１番委員に調査いただいたようで
す。農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項
第２号及び第３号の各要件を満たしていると考えます。調査
しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よろしく
お願いいたします。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

４５号、４６号 については、承認することといたします。

４７号、４８号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
４７号、４８号 について補足説明いたします。

４５号、４６号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
４５号、４６号 について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。これも先ほどの４３、４４号と同じ
場所になります。農地中間管理事業の推進に関する法律第
１８条第５項第２号及び第３号の各要件を満たしていると考え
ます。調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審
議方よろしくお願いいたします。

４５号、４６号
た。御意見、御質問はございませんか。 

４３号、４４号 については、承認することといたします。
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項目 発言者

川南町農業委員会８月定例総会

内容

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

４９号、５０号 ６番 議長、 ６番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

５１号、５２号 ８番 議長、 ８番
補足説明

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

４９号、５０号 については、承認することといたします。

５１号、５２号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
５１号、５２号 について補足説明いたします。

４９号、５０号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
４９号、５０号 について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。これも以前から貸借をされてい
ました。貸手の自宅の前になります。ハウスを利用するという
ことで賃借対価も高めに設定されています。今回から中間管
理機構を通して賃貸借をするということでございます。農地
中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項第２号及
び第３号の各要件を満たしていると考えます。調査しました
が、何ら疑義な点はございません。御審議方よろしくお願い
いたします。

４９号、５０号
た。御意見、御質問はございませんか。 

４７号、４８号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

４７号、４８号 については、承認することといたします。
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項目 発言者

川南町農業委員会８月定例総会

内容

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

５３号、５４号 １５番 議長、 １５番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

　全員賛成と認めます。

５３号、５４号 については、承認することといたします。

５３号、５４号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
５３号、５４号 について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。現在、芋が栽培されており、もう
すぐ収穫のようでした。農地中間管理事業の推進に関する
法律第１８条第５項第２号及び第３号の各要件を満たしてい
ると考えます。調査しましたが、何ら疑義な点はございませ
ん。御審議方よろしくお願いいたします。

５３号、５４号
た。御意見、御質問はございませんか。 

 　内容は記載のとおりです。鈴南の里の手前の右手の方の
土地になります。以前から貸借がありましたが、今回から中
間管理機構を通しての賃貸借になります。農地中間管理事
業の推進に関する法律第１８条第５項第２号及び第３号の各
要件を満たしていると考えます。調査しましたが、何ら疑義な
点はございません。御審議方よろしくお願いいたします。

５１号、５２号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

　全員賛成と認めます。

５１号、５２号 については、承認することといたします。
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項目 発言者

川南町農業委員会８月定例総会

内容

議長
す。

議長
　　＜　

５５号、５６号 １８番 議長、 １８番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長 ここで、６番委員の入室を許可します。
　　＜　

議長
す。

５７号、５８号 ７番 議長、 ７番
補足説明

５７号、５８号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
５７号、５８号 について補足説明いたします。

　内容は記載のとおりです。対価が5,000円と安くなっており
ますが、この農地は、以前、お茶畑として使われていて、今、
伐根して埋め戻しをしているため、今後、石が出る可能性が
あるので、その経過を見るための設定となっております。ま
た、水代、水路作業にも出るということでこの金額になってお
ります。農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５
項第２号及び第３号の各要件を満たしていると考えます。調
査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よろ
しくお願いいたします。

５５号、５６号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

　全員賛成と認めます。

５５号、５６号 については、承認することといたします。

６番委員入室　＞

５５号、５６号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
５５号、５６号 について補足説明いたします。

ここで、６番委員の退室を求めます。
６番委員退室　＞
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項目 発言者

川南町農業委員会８月定例総会

内容

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

　全員賛成と認めます。

５７号、５８号 については、承認することといたします。

　内容は記載のとおりです。場所は、さくらの里そばの坂道
をあがりきった所の交差点の右側になります。以前から芋を
作られていたようですが、今回から中間管理機構を通しての
契約にするそうです。農地中間管理事業の推進に関する法
律第１８条第５項第２号及び第３号の各要件を満たしている
と考えます。調査しましたが、何ら疑義な点はございません。
御審議方よろしくお願いいたします。

５７号、５８号
た。御意見、御質問はございませんか。 
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項目 発言者 内容

その他 議長 【日程第 ８】　「その他」　となっています。
何かありませんか。

合意解約 事務局 議長、事務局。
「合意解約」　について報告いたします。
農地条件不良のためが１件、耕作者が見つからないが１件
の計２件です。以上、報告します。

議長 「合意解約」について報告がありました。
御意見、御質問はございませんか。

行事予定 事務局 議長、事務局。
「９月の行事予定」　について報告いたします。

議長 「９月の行事予定」について報告がありました。
御意見、御質問はございませんか。

事務連絡 事務局 議長、事務局。
＜先月総会にて保留としていた案件について、申請の取り
下げ申出があった旨の報告。今後は、荒れた農地を元に戻
して所有者へ返還する。＞

議長 他に何かありませんか。＜この後、第２農政委員会が開催さ
れますので、担当委員は残っていただきたい。＞

議長 すべての議事日程が終了しましたので、以上をもちまして、
令和７年８月の定例総会を閉会いたします。御苦労様でし
た。

川南町農業委員会８月定例総会
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